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衆
参
通
じ
て
女
性
初
の
議
運
　
運
ぶ
の
は
人
手
も
コ
ス
ト
も
か
ご

委
員
長
と
い
う
の
は
後
か
ら
聞
　
が
る
。

い
た
。
私
自
身
男
性
か
女
性
か
　
　
環
境
整
備
に
は
ま
ず
ハ
全
衆

で
は
な
く
国
民
の
代
表
。
ど
う
　
院
議
員
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を

い
う
仕
事
で
も
全
力
で
働
く
。
　
貸
与
す
る
必
要
が
あ
る
。
セ
キ

　
国
会
改
革
で
一
番
強
力
に
進
　
ュ
刀
テ
ィ
ー
を
十
分
考
慮
し
、

め
た
い
の
は
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
　
最
初
は
受
信
に
限
る
。
目
的
外

化
。
役
所
か
ら
大
量
の
書
類
を
　
の
ア
プ
リ
は
取
り
込
め
ず
指
紋

　
　
　
　
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
員
に
限
る
の
が
合
理
的
な
の

ま
ず
べ
１
１
１
で
レ
ス
レ
し
こ
全
力
作
か
。
急
病
の
場
合
は
ど
う
か
。

　
　
　
　
　
ご
　
　
ノ
　
　
△
　
　
　
　
　
　
１
１
１
　
　
　
　
　
　
啼
ｔ
対
象
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
か
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廂
μ
論
点
の
一
つ
。
憲
法
は
、
本
会

認
証
と
パ
ス
ワ
ー
ド
設
定
も
備
　
議
で
の
投
票
は
本
人
の
出
席
を

え
る
。
衆
院
規
則
の
改
正
や
湯
　
前
提
と
し
て
お
り
、
代
理
投
票

合
に
よ
っ
て
法
改
正
も
必
要
な
　
は
憲
法
に
抵
触
す
る
可
能
性
も

の
で
、
ま
ず
は
国
会
改
革
に
問
　
あ
る
。
憲
法
学
者
の
意
見
も
分

す
る
小
委
員
会
の
議
題
に
取
り
　
か
れ
て
お
り
、
難
し
い
論
点
に

上
げ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
。

　
投
票
結
果
を
迅
速
に
情
報
公
　
　
今
の
審
議
方
法
も
問
題
で
は

開
す
る
こ
と
も
大
事
。
参
院
で
　
な
い
か
。
ど
の
委
員
会
も
大
臣

導
入
済
み
の
押
し
ボ
タ
ン
式
投
　
所
信
と
そ
れ
に
対
す
る
質
疑
、

票
の
導
入
や
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
　
一
般
質
疑
を
や
っ
て
法
案
審
議

賛
成
や
反
対
、
棄
権
を
示
す
方
　
に
入
る
。
次
の
法
案
審
議
に
入

法
も
あ
る
。
方
法
論
は
議
論
し
　
る
の
に
ま
た
一
般
質
疑
が
あ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
や
る
　
る
。
、
こ
の
方
法
を
続
け
れ
ば
、

べ
き
改
革
だ
。
　
　
　
　
　
　
ｔ
会
期
末
は
政
府
提
出
法
案
の
対

　
国
会
改
革
を
め
ざ
す
超
党
派
　
応
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
議
員

の
議
員
連
盟
が
提
案
す
る
妊
娠
　
立
法
が
審
議
で
き
な
い
。

　
・
出
産
直
後
の
代
理
投
票
に
つ
　
　
議
員
立
法
の
審
議
時
間
を
確

い
て
は
、
も
し
や
る
な
ら
ば
、
保
で
き
る
国
会
運
営
の
あ
り
方

妊
娠
中
や
出
産
直
後
の
女
性
議
　
も
問
題
提
起
し
て
い
き
た
い
。


	page1

